
防衛省訓令第７０号

国の会計機関の使用する公印に関する規則（昭和３９

年大蔵省令第２２号）第７条の規定に基づき、及び国の

会計機関の使用する公印に関する規則を実施するため、

並びに特別調達資金設置令施行令（昭和２６年政令第２

７１号）第３条第６項に規定する資金出納官吏が作成す

る文書が真正であることを認証することを目的とする印

章及び特別調達資金使用計画等取扱規則（昭和２６年大

蔵省令第９６号）第８条第１項に規定する印に関し必要

な事項を定めるため、防衛省における会計機関の使用す

る公印等に関する訓令を次のように定める。

平成１９年８月２５日

防衛大臣 小池 百合子

防衛省における会計機関の使用する公印等に関す

る訓令

（目的）

第１条 この訓令は、国の会計機関の使用する公印に関

する規則（以下「会計機関公印規則」という。）に定



めるもののほか、防衛省における会計機関の使用する

公印（会計機関公印規則第２条第２項に規定する公印

をいう。以下同じ。）等の形式、寸法、届出手続及び

保管等について定めることを目的とする。

（公印に関する事務の総括）

第２条 大臣官房長、防衛大学校長、防衛医科大学校長、

防衛研究所長、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、

航空幕僚長、情報本部長、防衛監察監、地方防衛局長

及び防衛装備庁長官（以下「大臣官房長等」という。

）は、それぞれ防衛省本省の内部部局、防衛大学校、

防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上自

衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、情報本部、防衛監察

本部、地方防衛局及び防衛装備庁に係る公印に関する

事務を総括するものとする。

（公印の形式）

第３条 防衛省に置かれた会計機関（会計機関公印規則

第２条第１項に規定する国の会計機関をいう。以下同

じ。）の属する組織のうち、その名称に代えて会計機



関事務に関し付与された番号等を使用しているものに

ついての会計機関公印規則第３条の適用については、

同条中「当該会計機関の属する組織の名称」とあるの

は「当該会計機関の属する組織の番号等」とする。

２ 会計機関公印規則第３条に規定する会計機関等名の

刻字については、当該会計機関の属する組織の名称（

前項の場合にあっては、当該会計機関の属する組織の

番号等）、会計機関の名称の順序によるものとする。

３ 前項の規定にかかわらず、当該会計機関の設置が、

官職の指定により行われた場合にあっては、当該会計

機関の名称、会計機関の属する組織における職名の順

序によるものとする。ただし、大臣官房長等が、その

公印に関する事務を総括する組織に属する会計機関に

ついて、これにより難いと認める場合には、前項の規

定によるものとする。

（公印の寸法）

第４条 会計機関公印規則第２条第１項第６号、第１７

号（第４号及び第９号を除く。）及び第１９号に規定



する会計機関の公印の寸法は、会計機関公印規則第４

条の規定にかかわらず、２３ミリメートル平方とする。

（公印を制定しないことができる会計機関）

第５条 会計機関のうち次の各号に掲げたものの公印は

、制定しないことができる。

一 臨時に設置される会計機関

二 会計機関公印規則第２条第１項第７号、第９号、

第１０号に掲げる会計機関及び同項第９号に定める

者の分任官

２ 前項の規定により公印を制定しない場合において、

当該会計機関が作成する文書が真正であることを認証

する場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める印章を用いるものとする。

一 会計機関の設置が官職の指定により行われた場合

であって当該官職について防衛省の部局等において

使用する公印に関する訓令（昭和３９年防衛庁訓令

第３６号）第２条第４号及び防衛装備庁において使

用する公印に関する訓令（平成２７年防衛装備庁訓



令第２３号）第２条第４号に規定する官職印が作成

されているとき（大臣官房長等が当該官職印により

難いと認めるときを除く。） 当該官職印

二 前号以外の場合 当該会計機関の職にある者の一

定した私印

（作成、改刻又は廃止の届出）

第６条 公印を作成、改刻又は廃止したときは、当該公

印を作成、改刻又は廃止した者は、別記様式第１又は

別記様式第２により、速やかに大臣官房長等又はこれ

らの指定する者に届け出なければならない。

（保管）

第７条 公印は、会計機関の職にある者又はその者の補

助者として公印の保管を命ぜられた者が、金庫その他

確実なところに格納し、施錠の上、厳重に保管しなけ

ればならない。

（公印の形式等及び公印に関する事務の特例）

第８条 大臣官房長等は、特に必要がある場合は、防衛

大臣の承認を得て、会計機関公印規則第３条から第６



条まで及び本訓令第２条から前条までの規定の特例を

定めることができる。

（特別調達資金出納官吏の印章）

第９条 特別調達資金設置令施行令第３条第６項に規定

する資金出納官吏（以下この条において「特別調達資

金出納官吏」という。）が作成する文書が真正である

ことを認証することを目的とする印章は、方形の印面

の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に「特別調達

資金出納官吏」、当該特別調達資金出納官吏の官職名

及び「印」の字を明りょうな字体をもって浮き彫りに

するものとし、当該印章の寸法は、２０ミリメートル

平方とする。

２ 前項に規定する印章に係る事務は、地方防衛局長が

取り扱うものとする。

３ 会計機関公印規則第５条並びに本訓令第６条及び第

７条の規定は、第１項に規定する印章について準用す

る。この場合において、本訓令第６条中「大臣官房長

等」とあるのは「地方防衛局長」と、本訓令第７条中



「会計機関の職にある者」とあるのは「特別調達資金

出納官吏」と読み替えるものとする。

（特別調達資金使用計画示達印）

第１０条 特別調達資金使用計画等取扱規則第８条第１

項に規定する印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁

を附し、その内側に「防衛大臣特別調達資金使用計画

示達印」の字を明りょうな字体をもって浮き彫りにす

るものとし、当該印の寸法は、２３ミリメートル平方

とする。

２ 会計機関公印規則第５条並びに本訓令第６条及び第

７条の規定は、前項に規定する印について準用する。

この場合において、本訓令第６条中「大臣官房長等」

及び本訓令第７条中「会計機関の職にある者」とある

のは「大臣官房会計課長」と読み替えるものとする。

（委任規定）

第１１条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実

施に関し必要な事項は、公印については大臣官房長等

が、前２条に規定する印章及び印については大臣官房



長が、それぞれ定める。

附 則

１ この訓令は、平成１９年９月１日から施行する。

２ 防衛省本省における会計機関の使用する公印に関す

る訓令（昭和３９年防衛庁訓令第３７号）（以下「旧

訓令」という。）は、廃止する。

（経過措置）

３ 旧訓令第８条の規定により公印を制定していない会

計機関のうち、分任資金前渡官吏の支払の原因となる

契約に関する事務を委任された契約担当官の公印につ

いては、この訓令施行後３月以内に作成するものとす

る。

附 則（平成２７年１０月１日省訓第３９号）抄

１ この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。

附 則（令和元年６月２０日省訓第８号）抄

１ この訓令は、令和元年７月１日から施行する。

附 則（令和２年１２月２８日省訓第６７号）抄

１ この訓令は、令和２年１２月２８日から施行する。



別記様式第１（第６条関係）

発 簡 番 号

発 簡 年 月 日

殿

職 名

会計機関の公印の作成（改刻）について（届出）

○○○○○の公印を、下記の理由により作成（改刻）したので、別紙印影を添えて届け出る。

記

別 紙：印 影



（別 紙）

防 衛 省
○ ○ ○
○ 之印

(印影)

注１：別紙は、日本産業規格Ａ列４番の強じんな薄い和紙を用い、公印１個につき１枚とすること。

注２：改刻を届け出た場合は、旧印の廃止の届出は要しない。



別記様式第２（第６条関係）

発 簡 番 号

発 簡 年 月 日

殿

職 名

会計機関の公印の廃止について（届出）

○○○○○の公印を、下記の理由により廃止したので、届け出る。

記


